
保護者の皆様へ

令和８年度 郡山市多子世帯保育料軽減補助金制度について

郡山市は、多子世帯における経済的負担の軽減を図るため、郡山市多子世帯保育料軽減補助金交付
要綱に基づき、認可外保育施設に入所している多子世帯のお子さんの保護者に対して、市が保育料
の一部を補助します。

対象となる保育施設

補助対象者

対象となる認可外保育施設を利用し、郡山市内に住所を有する子ども※1の保護者で、次の要件に
あてはまる方が対象です。

１８歳未満の子どもが２人以上いる世帯において、

①第２子以降（兄姉がいる） ②月単位で保育料を納付する契約をしている ③３歳未満 ※2

の①～③のすべての条件にあてはまる子どもの保護者

なお、
・今年度中に生まれた

・今年度中に満３歳になる 子どもの保護者の方も要件にあてはまる期間内は対象となります。
・年度の途中に入退所した

※２ 基準日は、令和８年４月１日時点となります。
今年度（令和８年度）は、生年月日が令和５（２０２３年）年４月２日以降の子どもがこの補助金の対象です。

「幼児教育・保育の無償化」（３歳未満児の場合は、住民税非課税世帯が対象）の受給者は対象外です。
令和８年度途中で「幼児教育・保育の無償化」の対象となったお子さんは、その月の前月までが当補
助金の対象となります。
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※１ 住民票が郡山市にある方です。ただし、郡山市に在住の避難者の方は住民票が市外でも対象となります。
（住民登録のある避難前の自治体へ、避難者情報・保育料の助成等を確認する場合があります。）

〇 認可外保育施設（居宅訪問型保育事業を除く）
適正な保育内容及び保育環境の確保を目的に国が定めた「認可外保育施設指導監督基準」を満たして

いると認められ、市から「同基準を満たしている旨の証明書」の交付を受けている認可外保育施設

区分 ひと月の補助額 例

第2子
月額保育料×１／４

又は５,０００円 のいずれか低い額

月額保育料30,000円の場合
30,000円×1/4＝7,500円

この場合5,000円を超えているので、補助額は

5,000円

第3子
以降

月額保育料×１／２

又は１０，０００円 のいずれか低い額

月額保育料30,000円の場合
30,000円×1/2＝15,000円

この場合10,000円を超えているので、補助額は

10,000円

実際に納入した月額保育料が対象となります。
（延長保育料、行事代、保険代、給食費等は補助対象外です。）

補助金額の算出方法

※令和８年度中に施設に在籍した期間分の補助金を、令和９年５月に一括で交付します。



申請の手続き

● 提出基準日 令和８年７月３１日（金）
（ただし､取りまとめに時間を要しますので､各認可外保育施設の指定する期日までに提出してください。）

提出基準日以降に入所（入園）された場合は、その都度、速やかに申請してください。
（最終は、令和９年３月10日（水）までに提出願います。なお、３月に入所した場合は、保育課まで直接
提出してください。）

● 提出先
お子さんが入所している認可外保育施設（市外の施設を利用されている方は直接、保育課へ持参
又は郵送）

● 提出書類

①郡山市多子世帯保育料軽減補助金交付申請書 （第１号様式）※４ページ目記入例参照

②通帳の写し（振込先の銀行、支店、口座番号、名義人等が確認できるもの）

③入所施設との契約書又は毎月の保育料が分かる書類（集金袋等）の写し

なお、市外の認可外保育施設を利用されている方は、通われている保育園の「④認可外保育施設指導
監督基準を満たす旨の証明書」の写し（裏面に保育園からの原本証明が必要です）」も併せて提出し

てください。

①申請書

②通帳の
写し

③対象施設に
保育料を納入
していることが
わかる書類の
写し

（契約書、集金袋 など）

④「認可外保育施設指
導監督基準を満たす
旨の証明書」の写し

※裏面に原本証明

※市外の施設を
利用している方のみ

※ 既に退所されている方は、年度中、最後に入所していた認可外保育施設
又は 直接保育課窓口へ提出ください。

※ 年度内に２施設以上に入所している（いた）場合は、保育課（電話９２４－３５４１)へ
お問い合わせください。（施設ごとに手続きが必要です。）
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提出書類記入の注意事項

●申請者は、父母のどちらでも可です。（ただし、父母両方からの申請は不可。子ども１人につ
き１申請です。）

●第２子、第３子以降のお子さんが複数（２名以上）おられる場合は、お手数ですが、
１名につき1枚（２名いれば２枚）の申請書を提出ください。

●振込先の口座は、申請者名義の口座としてください。
（例：父が申請者の場合、母名義の口座指定は不可。）
通帳の口座番号をよく確認して記入してください。

（ゆうちょ銀行の場合、振込用の口座番号を記入ください。）

●ボールペン（黒）で記入してください。（消えるボールペンは不可）



申請内容の変更について

３

●押印は不要です。

●訂正の際は、修正液等は使用せずに、二重線で訂正 してください。
（取り消し線上に押印は不要です。）

入所期間中に、申請内容（住所、世帯状況、振込口座）に変更があった場合は、異動報告
書（第２号様式）の提出をお願いします。

Q 提出先は？
A 郵送または持参で保育課、または通所している認可外保育施設までご提出ください。

Q いつまでに提出すればよいですか？
A 異動発生後、速やかに提出をお願いします。

なお、県外などに転出される場合は、事前に提出をするか、引っ越し後に郵送して
ください。

Q どこで異動報告書の様式を入手できますか？
A 保育課または通所している認可外保育施設にお問い合わせください。

なお、インターネットをご利用でき、A４用紙に印刷できる環境がある場合は、
以下に様式を掲載しておりますので、ダウンロードしてお使いください。

https://www.city.koriyama.lg.jp/site/kosodate/7052.html

実績報告について

対象のお子さんの入所期間、保育料の納入状況について、入所している（していた）各認可外
保育施設から市へ、年度末に報告していただきます。

補助金の交付

実績報告をもとに補助金額を算出し、令和９年５月中旬頃に、申請いただいている保護者
へ補助金額等を通知する予定です。
令和８年度の保育料納入の確定後に補助金を交付しますので、補助金の交付（振り込み）

は令和９年５月下旬を予定しています。

不明な点がございましたら、お問合せください。

問合せ先 郡山市 こども部 保育課 保育事業支援係
電 話：０２４－９２４－３５４１
mail：hoiku@city.koriyama.lg.jp



４


